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問Ⅵ‐５‐③（作成すべき書類等） 

 公益法人は、事業年度途中で補正予算を組む場合、行政庁に提出する必要が

あるのでしょうか。 

 

答 

１ 公益法人が、法律上、行政庁に提出することとされている予算は、事業年度

開始前に作成し、備置く収支予算書であり、事業年度途中で組んだ補正予算を

すべて行政庁に提出することまでは求められていません（公益法人認定法第

21条第１項）。 

 

２ ただし、事業内容の変更等に伴い補正予算を組む場合において、変更認定申

請をし、又は変更届出をするときは、変更に係る事業計画書及び収支予算書を

行政庁に提出する必要があります（公益認定法施行規則第 8 条第 2 項及び第

11条第 3項） 

 

３ なお、事業年度経過後に、作成し、備え置かなければならない計算書類等は、

補正予算による修正を経た後の事業計画に対する実績に基づいて作成するこ

ととなりますし、行政庁に報告する公益目的事業比率なども、補正予算の実行

を踏まえた実績を基礎に計算する必要があります。 

 


